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本書面の使い方

1 はじめに

(1)社会の変化に応じて紛争解決の困難性が高まる中で， 「裁判の質」を確保す

るためには， 「広い視野を持ち， 自ら考えて事案の本質を深く洞察する力」が

一層重視されるようになったといえます。

そして） 「裁判の質」を確保するためには， このような広い視野や深い洞察

という判断の質を支える部分のみならず，組織，部全体として事件処理に関わ

るという考えの下,組織や部を活性化し，合議体による充実した合議が行われ，

書記官や家裁調査官等の一般職員との十全な連携が行われることもまた不可欠

です。

裁判官が，求められる資質・能力を習得し，その力量を向上させていくため

にはj上記のような点を意識しつつ, 日々の事件処理に対する真筆な取組を積

み重ねること，各自が目標とする裁判官像を描きつつ, 自らの資質・能力の向

上を目指して，主体的・自律的に不断の自己研さんに励むことが必要です。

司法研修所において実施する合同研修は， このような裁判官の自己研さんを

支援する．ことを主たる目的としています。

そのような観点から， 自己研さんの支援を目的とする研修に参加することが

自らの能力等の向上につながることを意識して，応募型の研修については積極

的に応募するようにしてください(もとより，応募に当たっては，担当職務の

状況等も踏まえるようにしてください。 ） 。

（2）裁判官の合同研修は， 「判事・判事補の研修」と 「簡易裁判所判事の研修」

に分けられており， 「判事・判事補の研修」については， .①裁判系（事件の分

野別の研修) ，②導入系（新たな職務等に就いた際の研修） ，③基盤系（一般

的資質・能力を酒養するための研修）の3系統に， 「簡易裁判所判事の研修」

については，①裁判系，②導入系の2系統に整理されています。

それぞれの系統別の研究会に関する詳しい説明については，後記の説明編の

該当部分を御覧ください。

2本書面の使い方

本書面は，説明編と資料編に分かれています。
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(1)説明編では，第1で合同研修の全体像について説明し，第2で判事･判事補

の合同研修について，左陪席クラス（未特例判事補） ，右陪席クラス（特例判

事補，判事） ，裁判長クラス（判事）の段階ごとに参加できる研究会を整理し

て記載しています。

第1では，合同研修の位置付けが確認できます。第2では，裁判官各自に関

係まる箇所等を参照することにより，①必ず参加しなければならない研究会は

あるか，②応募できる研究会は何かなどが確認できます。各クラスは，一審を

念頭に置いたものであり，高裁に所属する裁判官は， 自己の年次等を踏まえて

関係する箇所等を参照してくださいd

なお，本書面に記載した参加対象者等は，現段階における一応の目安です。

具体的な応募条件等については，研究会実施の4か月前を目処に高等裁判所を

通じて参加者を募集する際に改めてお知らせしますので，応募に当たってはそ

の際に配布される資料を確認してください。

(2)資料編では, .各研究会について，種類別及び時系列で整理した表を載せてお

り （資料1 ， 2） ， ､各研究会の詳しい内容や，応募型の研修かどうかなどが確

認できます。また，カレンダー（資料3）は期日簿に挟むなどして，適宜参照

してください｡．

今
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第1 合同研修の全体像

』

1 判事。判事補の合同研修
の

(C判事｡判事補の合同研修を,①裁判系,②導入系,③基盤系のs系統に
整理しています。

①裁判系（事件の分野別の研修）

②導入系（新たな職務等に就いた際の研修）

③基盤系（－般的資質“能力を酒養するための研修）
ノ

、ノ

| （')裁判系」（1）裁判系

裁判系の研究会は，裁判事務に関する応募型の研修です。

研究会の主たる対象者に応じて，民事刑事及び家裁の事件分野ごとに，

①基礎研究会（左陪席クラスを主たる対象とするもの）

②基本研究会（右陪席クラスを主たる対象とするもの）

③実務研究会（裁判長・右陪席クラスを主たる対象とするもの）

④専門研究会（テーマを定めて実施し，特定のテーマについて研究・討議する

のに適した裁判官を主たる対象とするもの）

の4類型の研究会を実施しますので，応募する際の目安にしてください。

｜ 雫蕊蓄 1
基礎研究会

（左陪渤

／－ 、
（

=こ〕云

｜燃壽 ）
基本研究会

（右陪席）
専門研究会

（テーマ）

=ロ一
’

| (繍義長) 1
実務研究会

(右陪席・裁判長）
、 ノ

事件分野ごとの基礎。基本・実務・専門の各研究会については，資料編末尾の
り

令和元年度裁判官研修のイメージ（図）も参照して<･ださい。

4



導入系の研究会は，以下のとおり，一定の年次に達したときや，新たなポスト

に就いたり）一定の役割を担うようになった際の導入を目的とする研修であり，

年次・ポストによる研究会は，原則として，対象者の全員が参加する指名型の研

修です。

①年次（一定の年次に達した際に行うもの）

例）新任判事補研修，判事補基礎研究会，判事任官者研究会

②ポスト（特定のポストに就任した際に行うもの）

例）支部長研究会，新任部総括裁判官研究会，実務協議会

③役割(一定の役割が期待される立場にある者を対象として行うもの）

例）中堅判事研究会，部総括裁判官実務研究会

具体的には，経験年数等に応じ，次の図に記載した各研究会に参加することに

なりますが， この他に，支部長･(支部長研究会） ，法科大学院への派遣教員（法

律実務教育研究会）等，特定のポストに就いたり，役割を担うようになった裁判

官を対象とする研究会があります。

『

新任判事補研修（任官直後・了2期）

｣~L
、／

判事補基礎研究会(S年目。69期）

１
／
Ｊ
、

判事任官者研究会（11年目。62期）

」L
、／

中堅判事研究会〔応塞型。概ね54へ'5BM)
１
』
／

ｒ
割
、

新任部総括裁判官研究会〔新たに部総括になった者）

１
／

－
Ｊ
、

{役割］ 部総括裁判官実務研究会（応募型・就任後一定期間経過した割
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|(3)基盤系」（3）基盤系

基盤系の研究会は，法律分野そのものではなく，その背景となる社会，経済や

隣接領域である自然科学等に関する知見を得て2．視野を広め，あるいは思考を深

めることを通じ，一般的資質・能力を高めるきっかけとするための応募型の研修

です。

このうち,59期から68期までの若手裁判官を対象とする基盤系の研究会(知

的基盤）は,裁判に関連する周辺諸科学(※）についての基礎的知見の修得を支

援するものとして》判事以上（ただし，テーマによづては特例判事補も対象に含

む。 ）を対象とする基盤系の研究会（裁判基盤）はゴ裁判との関わりがある現代

社会における重要課題を多角的観点から掘り下げていくものとして実施します。

』

※知的基盤において取り上げるテーマ

裁判に関連する周辺諸科学である，①財務‘会計，②経済学“経済情勢，③統

計。データ分析，④心理学･行動科学，⑤科学哲学・科学の方法論等をテーマと

して順次取り上げていく予定ですd

令和元年度には，①財務，会計，③統計･データ分析を取り上げる予定です。
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2簡易裁判所判事の合同研修
の

1②蕊耀謹酬鷲』と‘‘乱'①合同研修は①裁判ゞ
～Z

| （')裁判系」
一定年数以上の経験を有する者について，訴訟運営や個別テーマの理解の淵上

を支援する研修（応募型）です。

（1）裁判系

| (酉)導入系」
一定の年次に達した時の職務への導入のための研修(対象者全員が参加)です。

(2）
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第2判事･判事補の各段階に応じて参加できる研究会等

1
1 左陪席クラス（未特例判事補）

応募が可能か，又は参加が予定されている研究会等は次のとおりです。

｢~雨詞
○基礎研究会

1丁基礎研究会【1】

医療基礎研究会【2】 〃

行政基礎研究会【3】 （行政・民事事件担当者）

知的財産権基礎研究会【4】 （69期以上）

○基本研究会

（家裁分野）

少年基本研究会【11】 （少年事件担当者）

○専門研究会

（民事分野）

民事通常専門研究会2（合繊充実） 【21】 （民事事件担当者）

．(その他）

外国司法専門研究会【32】

｢詞~詞
新任判事補研修【33】 （72期・対象者全員が参加）

判事補基礎研究会【34] (69期・対象者全員が参加）

(~蟇葱詞
8

判事・判事補を対象とする研究会について，左陪席クラス（未特例判

事補） 9 右陪席クラス（特例判事補，判事） 9 裁判長クラス（判事）の
合 4 F

各段階に応じて参加することができる研究会等を整理しています（【 】

内の数字は，資料1における番号を示しています。 ） ◎



基盤研究会1 （知的基盤） 【46】 （68期以上）

※統計・データ分析をテーマとして取り上げる予定

基盤研究会5 （知的基盤) [501 (68期以上）

※企業会計及び税務会計をテーマとして取り上げる予定
0

応募が可能か，又は参加が予定されている研究会等は次のとおりです。

EI

○基礎研究会

IT基礎研究会【1】 （特例判事補）

医療基礎研究会【2】 （特例判事補）

行政基礎研究会【3】 （特例判事補・行政・民事事件担当者）

知的財産権基礎研究会【4】 （特例判事補)

○基本研究会

※当教官室では，判事補の間に，民事通常又は刑事の基本研究会のいず

れかには必ず参加し,家事又は少年の基本研究会にも積極的に参加する

ことが望ましいと考えています。

（民事分野)

民事通常基本研究会1， 2【5， 6】 （57期以下)

建築基本研究会【7】 〈民事事件担当者）

． （なお,建築実務研究会と通じて応募することができる。）

労働基本研究会【81 . (労働事件又は労働審判事件担当者）

（なお,労働実務研究会と通じて応募することができる｡）

（刑事分野）

・刑事基本研究会【9】 （57期以下）

（家裁分野）

家事基本研究会【10] (家事事件担当者）

（
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（なお，家事専門研究会2 （面会交流）と通

じて応募することができる。 ）

少年基本研究会【1 1】 （少年事件担当者〉

実務研究会

(民事分野）

金融・経済実務研究会1 ， 2【12， 13】 （民事事件担当者）

建築実務研究会【14】 （民事事件担当者)

（なお,建築基本研究会と通じて応募することができる｡）

医療実務研究会【15】 （民事事件担当者）

行政実務研究会【1．6】 (行政事件担当者）

労働実務研究会【17】 （労働事件又は労働審判事件担当者）

（なお,労働基本研究会と通じて応募することができる｡）

(刑事分野）

刑事実務研究会1 ， 2【18， 19】 （刑事事件担当者）

専門研究会

(民事分野）

民事通常専門研究会1 （債権法改正1) [20] (民事事件担当者）

民事通常専門研究会2 （合議充実） 【21】 （民事事件担当者）

民事通常専門研究会3 (IT化) [221 (民事事件担当者）

民事通常専門研究会4（争点整理） 【23】 （民事事件担当者）

民事通常専門研究会5（複雑困難訴訟） 【24】 （民事事件担当者）

民事通常専門研究会6 （債権法改正2） 【25】 （民事事件担当者）

(刑事分野）

刑事専門研究会3（現代刑事法の諸問題） 【28】 （刑事事件担当者）

(家裁分野）

家事専門研究会1 （後見） 【29】 （後見関係事件担当者）

家事専門研究会2 （面会交流) [30](面会交流事件担当者）

（なお,家事基本研究会と通じて応募することができる｡）

家事専門研究会3 （養育費・婚姻費用） 【31】

（養育費･婚姻費用に関する事件担当者）

○

イ

○
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(その他）

外国司法専門研究会【32】

| 導入系I導入系

判事任官者研究会【85】 （現行62期及び新62期。対象者全員が参加）

支部長研究会【37】 （初めて支部長とされた者・対象者全員が参加）

中堅判事研究会【41】 （概ね54期から58期まで・応募型).，

家裁実務研究会【42】 （家事上席） ．

法律実務教育研究会1 【44】 （法科大学院に派遣されている判事又は判

事補）

法律実務教育研究会2【45】 （法科大学院に派遣されている，又ば派遣

される判事又は判事補）

｢墓塞系1基盤系

基盤研究会1 （知的基盤） 【46】 （59期以下）

※統計“データ分析をテーマとして取り上げる予定

基盤研究会2（裁判基盤） 【47】 （判事）

※人工知能(AI)に関するテーマを取り上げる予定

基盤研究会3 (裁判基盤） 【48】 (特例判事補以上）

※裁判官のワーク.ライフバランスに関するテーマを取り上げる予定

基盤研究会4（裁判基盤） 【49】 （判事）

※現代社会とメンタルヘルスに関するテーマを取り上げる予定

基盤研究会5 （知的基盤) [501 (59期以下）

※企業会計及び税務会計をテーマとして取り上げる予定

」| s 裁判長クラス（判事）

応募が可能か，又は参加が予定されている研究会等は次のとおりです。

(裁判系｝齢判系
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○基本研究会

（民事分野）

建築基本研究会【7】 （民事事件担当者）

（なお，建築実務研究会と通じて応募することができる。）

労働基本研究会.【8】 （労働事件又は労働審判事件担当者）

（なお,労働実務研究会と通じて応募することができる｡）

（家裁分野）

家事基本研究会【101 (家事事件担当者）

（なお，家事専門研究会2 （面会交流）と通

じて応募することができる。 ）

少年基本研究会【1 1】 （少年事件担当者）

o実務研究会

（民事分野）

金融・経済実務研究会1 ， 2【‘12， 13】 （民事事件担当者）

建築実務研究会【14】 （民事事件担当者）

（なお,建築基本研究会と通じて応募することができる｡）

医療実務研究会【15】 （民事事件担当者）

行政実務研究会【16】 （行政事件担当者）

、労働実務研究会【17】 （労働事件又は労働審判事件担当者）

（なお，労働基本研究会と通じて応募することができる。 ）

（刑事分野）

刑事実務研究会1 ， 2【18， 19】 （刑事事件担当者）

○専門研究会

（民事分野）

民事通常専門研究会1 （債権法改正1) [20] (民事事件担当者）

民事通常専門研究会2 （合議充実） 【21】 ・(民事事件担当者）

民事通常専門研究会3 (IT化) [221 (民事事件担当者）

民事通常専門研究会4（争点整理） 【23】 （民事事件担当者）

民事通常専門研究会5 （複雑困難訴訟)【24】 （民事事件担当者）

民事通常専門研究会6 （債権法改正2） 【25】 （民事事件担当者）
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(刑事分野）

刑事専門研究会1 （裁判員） 【26】． （新たに裁判長として裁判員裁

判を担当する者。指名制） ． ：

刑事専門研究会3（現代刑事法の諸問題） 【28該】． （刑事事件担当者）

(家裁分野）

家事専門研究会1 （後見） 【29】 （後見関係事件担当者）

家事専門研究会2（面会交流) IS0] . (面会交流事件担当者）

． （なお,家事基本研究会と通じて応募することができる｡）

家事専門研究会3 （養育費。婚姻費用） 【31】

（養育費･婚姻費用に関する事件担当者)

(その他）

外国司法専門研究会【32】

| 導入系｝導入系

新任部総括裁判官研究会【38】 （初めて部総括判事に指名された者。

対象者全員が参加）

家裁実務研究会【42】 （家事上席） ．

部総括裁判官実務研究会【43】 （部総括就任後一定期間を経過した者・

応募型）

|基盤系］基盤系（

基盤研究会2－‘4（裁判基盤） 【47～4.9】

※基盤2【4フ】は人ｴ知能(AI)に関するテーマ，同3 [48】

ば裁判官とワークライフバランスに関するテーマ，同4【49】は

現代社会とメンタルヘルスに関するテーマを取り､上げる予定

一_」4高裁に所属する裁判官

1～3に記載した各クラスは一審を念頭に置いたものであり，高裁に所属する
｡

裁判官は， 自己の年次等を踏まえて，関係する箇所等を参照してください。
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高裁に所属する裁判官（部総括を含む。 ）のみまた，次の研究会については，

が応募可能です。

回
○ 専門研究会

(刑事分野)．

刑事専門研究会2 （控翫審） 【27】 (刑事事件担当者）

1

14



一
～

(資料1） 合同研修（種類別）

第1 判事・判事補の合同研修

1裁判系（事件の分野別の研修）

(1) ．基礎（主たる対象者は，左陪席）

(平成31年3月12日一部変更）

（令和元年5月22日一部変更）

（令和元年6月18日一部変更）

～

ー

1

番号．

応
募
型
◆

名称
■ －

実施時期 期間 人員 対象者等 概要

1 ● IT基礎研究会
元.11.18(月）

～11.19(火）
2日 40

地方裁判所又は家庭裁判所の判
事補

システム開発，インターネットに関する基礎的な知織
についての講演等を行う予定

2 ◆ 医療基礎研究会
2.2.19(水）

～2．21(金）
3日 55

地方裁判所又は家庭裁判所の判
事補

医療に関する基礎的知識についての講演や，医療機関
における実地研修等を行う予定

｡

3 ◆ 行政基礎研究会
元.9．30(月）

～10．2(水）
3日 40

地方裁判所で行政事件又は民事
事件を担当する判事補

左陪席裁判官として狩政事件を担当する際に必要とな
る行政法の基礎的知識についての講演や，実務上の留
意点等についての共同研究等を行う予定

4 ◆ 知的財産権基礎研究会
2.3.9(月）

～3．11(水）
3日 15

地方裁判所又は家庭裁判所の判
事補（69期以上）

知的財産権に関する基礎的知識についての講演や,･東
京地裁知財部における実地研修等を行う予定



一

(資料1） 合同研修（種類別）

(2)基本（主たる対象者は，右陪席）

ア民事分野

‐

※一部のカリキュラムについて，裁判所職員総合研修所との合同実施を予定'

2

番･号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等 概要

5 ◆ 民事通常基本研究会1
※

元.6.12(水）

～6.14(金）
3日 50

地方裁判所で民事事件を担当す
る，又は民事裁判に関心がある
判事（57期以下）又は特例判
事補

訴訟運営の方法j事実認定，書記官との連携，部等の
組織運営への関与の在り方等について共同研究等を行
う予定

6 ◆ 民事通常基本研究会2
元. 10.23（水）

～10.24(木）
2日 40

地方裁判所で民事事件を担当す
る，又は民事裁判に関心がある
判事（57期以下）又は特例判
事補

民事通常基本研究会1に同じ

7 ◆ 建築基本研究会
元.11.12(火）

～11.14(木）
3日 30

高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補（建築実務研究会と通じ
て応募することができる。 ）

建築の専門的知見に関する諭演や，建築訴訟に特有の
実体法上の問題について共同研究等を行う予定

8 ◆ 労働基本研究会
元.12.3(火）

～12．5<木）
3日 40

高報減判所又は地〃我利〃『で労

働事件又は労働審判事件を担当
する判事又は特例判事補（労働
実務研究会と通じて応募するこ
とができる。 ）

標準的な労働事件一般に関する諸問題及び審理運営の
在り方等について共同研究等を行う予定

■



一

(資料1） 合同研修（種類別）

イ刑事分野

ウ家裁分野

●

ヅモ

※一部のカリキュラムについて，裁判所職員総合研修所との合同実施を予定

3

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等 概要

9 ◆ 刑事基本研究会
※

元.11.20(水)．
毎す

～11.22(金）
3日 50

地方裁判所で刑事事件を担当す
る，又は刑事裁判に関心がある
判事（57期以下）又は特例判
事補

単独事件等の公判準備，審理，判決のスキルアップ ，

書記官との協働，部等の組織運営への関与の在り方等
について共同研究等を行う予定

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等 概要

10 ◆ 家事基本研究会
※

元.､11.6(水）

～11．7(木）
2日 50

家庭裁判所で家事事件を担当す
る判事又は特例判事補. (家事専
門研究会2 （面会交流） と通じ
て応募することができる。 ）

家事審判，家事調停等の運用をめぐる諸問題につい
て，共同研究等を行うとともに，組織運営的な側面を
意識することを狙いとするカリキュラム等を実施する
予定

11 ◆ 少年基本研究会
※

元.9.11(水）

～9．13(金）
3日 50 家庭裁判所で少年事件を担当す

る判事又は判事補

少年審判における職種間連携,少年法の運用上の諸問
題等について共同研究等を行うとともに，組織運営的
な側面を意識することを狙いとするカリキュラム等を
実施する予定



一

へ

(資料1） 合同研修（種類別）

(3)実務（主たる対象者は，裁判長及び右陪席）

ア民事分野

4

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等． 概要

12 ◆ 金融・経済実務研究会1
元.10．3(木）

～10．4(金）
2日 30

高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補

企業の法務担当者が所属する経営法友会と連携して，
企業活動の実情等に関する意見交換等を行う予定

13 ◆ 金融・経済実務研究会2
2.2.3(月）

～2．4(火）
2日 30

高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補．． ．

金融や経済分野の新たな課題を裁判と関連付けて取り
上げた講演等を行う予定

14 ◆ 建築実務研究会

自

元.11.13(水）

～11.15(金）
3日 30

高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補（建築基本研究会と通じ
て応募することができる。 ）

､ 4

建築の専門的知見に関する講演や，建築訴訟に特有の
実体法上の問題及び審理運営の在り方等について， よ
り進んだ研究を行う予定

15 ◆ 医療実務研究会
元.9．19(木）

～9．20(金）
2日 30

高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補

医事関係訴訟事件の審理運営について，共同研究を行
うほか，医療の専門的知見や実態・背景事情等に関す
る情報提供を行う予定

16 ◆ 行政実務研究会
元.10.2(水）

～10．4(金）
3日 40

高等裁判所又は地方裁判所で行
政事件を担当する判事又は特例
判事補

複雑困難化しつつある行政事件の実務上の諸問題につ
いて，高度に専門的な観点に立って共同研究等を行う
予定

17 ◆ 労働実務研究会
元.12．5(木）

～12．6(金）
2日 30

高等裁判所又は地方織判〃『で労

働事件又は労働審判事件を担当
する判事又は特例判事補（労働
基本研究会と通じて応募するこ
とができる。 ）

労働事件をめぐる専門的・先端的な問題点及び審理運
営の在り方等について共同研究等を行う予定



～

(資料1） 合同研修（種類別）

イ刑事分野

5

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等 概要

18 ｡◆ 刑事実務研究会1
元.7．8(月）

～7．9(火）
2日 40

高等裁判所又は地方裁判所で刑
事事件を担当する判事又は特例
判事補。

公判準備・審理
運営の在り方等（

･評議・判決の在り方や，部等の組織
こついて共同研究等を行う予定

19 ◆ 刑事実務研究会2
元.10.30(水）

～11．1(金）
3日 40

高等裁判所又は地方裁判所で刑
事事件を担当する判事又は特例
判事補

刑事実務研究会1に同じ



(資料1） 合同研修（種類別）

(4)専門（主たる対象者は，テーマに対応した者）

ア民事分野

6

番号

応
募
型
◆

塩称 実施時期 期間 人員 対象者等 概要

20 ◆
民事通常専門研究会1
(債権法改正1）

ｊ
ｊ
木
金
く
く
４
５

７
７

－
沁
一

2日 60
高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補

債権法改正に関する研究や意見交換等を行う予定

21 ◆
民事通常専門研究会2
(合識充実）

元.10.28(月）

～10.29(火）
2日 50

地方裁判所で民事事件を担当す
る判事又は判事補

民事事件を担当している部総括クラス，右陪席クラ
スj左陪席クラスを対象に》具体的な事例等に基づい
て ' 合議の在り方に関する研究や意見交換等を行う予
定 ．

22 ◆
～

● ◆

民事通常専門研究会3
(裁判手続のIT化）

元.12.9(月）

～12.11(水）
3日 40

高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補

民事裁判手続のIT化に関し， フェーズ1の実施や
フェーズ2以降を見据えた審理の更なる改善を目指す
ための意見交換等を行う予定

23 ◆
民事通常専門研究会4
(争点整理）

ｊ
ｊ
木
金
く
く
２
３
１
１

。
●

２
２
１
１

－
エ
ヘ

2日 30
高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補

民事単独事件を担当している裁判官を対象に，具体的
な事例に基づいて,争点整理手続の在り方について研
究や意見交換等を行う予定

● ●

24 ◆
民事通常専門研究会5
(複雑困難訴訟)

2.1j27(月）

~1.28(火）
2日 40

高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補

民事事件を担当している裁判官を対象に，複雑困難性
の高い合議事件について，その審理・判断の在り方に
関する意見交換等を行う予定

25 ◆
民事通常専門研究会6
(債権法改正2）

2.3.5(木）

～3．6(金）
2日 60

高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補

債権法改正に関する研究や意見交換等を行う予定



一

(資料1） 合同研修（種類別）
◆

■■

刑事分野イ

7

4

番号．

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等 概要

26
刑事専門研究会1
(裁判員）

31.4.11(木）

～4‘12(金）
2日 30

地方裁判所で新たに裁判長とし
て裁判員裁判を担当する判事又
はこれに準じる者

裁判員裁判の現状と課題，裁判員裁判にふさわしい公
判準備・審理・評議・判決の在り方や組織運営の在り
方等について共同研究等を行う予定 ‘

27 ◆
刑事専門研究会2
(控訴審）

ｊ
ｊ
月
火
く
く
６
７
１
１

２
２
１
１

－
元
へ 2日 20

高等裁判所で刑事事件を担当す
■ ●

る判事（部総括判事を含む。 ）
高裁内部や高裁地裁間での意見交換の実情をふまえ，
刑事控訴審の在り方について共同研究等を行う予定。

28 ◆
刑事専門研究会3
(現代刑事法の諸問題）

2.2.17(月）

～2.18(火）
2日 30

高等裁判所又は地方裁判所で刑
事事件を担当する判事又は特例
判事補

被害者配慮等,現代刑事法の重要な問題をテーマとし
た共同研究等を行う予定 ．



(資料1） 合同研修（種類別）

ウ家裁分野

※一部又は全部のカリキュラムについて，裁判所職員総合研修所との合同実施を予定

一

。

8

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等 概要

29 ◆
家事専門研究会1
(後見）

※

元.10.10(木）

～10.11(金）
2日 50

家庭裁判所で後見関係事件を担
当する判事又は特例判事補

後見関係事件の運用をめぐる諸問題について共同研究
等を行う予定

30 ◆ 家事専門研究会2
(面会交流）

元.11．7(木）

～11．8（金）
2日 40

家庭裁判所で面会交流事件を担
当する判事又は特例判事補（家
事基本研究会と通じて応募する
ことができる6 ）

面会交流事件の運用をめぐる諸問題について共同研究
等を行う予定

31 ◆ 家事専門研究会3
(養育費.･婚姻費用）

元.9．17(火） 1日 58

高等裁判所又は家庭裁判所で養
育費・婚姻費用に関する事件を
担当する判事又は判事補(家庭裁
判所については，部総括判事，
上席にある者又はこれらに準じ
る者）

養育費，婚姻費用の算定に関する実務上の諸問題につ
いて意見交換等を行う予定

｡



(資料1） 合同研修（種類別）

エその他

～

9

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等 概要

32 ◆ 外国司法専門研究会 元.9.19(木） 1日 50
判事又は判事補（未特例判事補
を含む。 ）

社会情勢の変化に伴って新たに生ずる法的問題に対し
て対応力を酒養するため，外国司法（ドイツ）の知見
について講演と意見交換を行う予定



(資料1） 合同研修（種類別）

2導入系（新たな職務等に就いた際の研修）

（1）年次（対象者は，任官時等の節目の年次に到達した者）
ー

10

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等 概要

33 新任判事補研修
2.1.17(金）

～1．23(木）
5日 未定

平成31年12月に司法修習を
終え，裁判官に任命された者
(第72期司法修習終了者）

新任判事補が円滑なスタートを切ることができるよう
に，実務への円滑な導入を狙いとするカリキュラムや
自己研さんの動機付けを行うことを狙いとするカリ
キュラム等を実施する予定

34 判事補基礎研究会
元.6．3(月）

～6‘6(水）
4口 未定

平成28年12月に司法修習を
終え，裁判官に任命された者
(第69期司法修習終了者)

新任判事補研修のフオローアッグとして，任官3年目
以降の判事補を対象に，基本的な執務能力の向上や，
組織運営的な側面を意職することを狙いとするカリ
キュラム等を実施する予定

35 判事任官者研究会
2:2.12(水）

～2.14(金）
3日 未定

平成21年9月又は同年12月
に司法修習を終えた判事
(現行第62期及び新第62期
司法修習終了者）

判事任官者を対象に，中堅の裁判官としての自覚を促
し
て

，
ｐ

第一審の裁判長に向けた成長の支援を目的とし
組織運営的な側面をはじめとした裁判所の組織的

課題を考え，裁判官としての成長への動機付けを行う
ことを狙いとするカリキュラム等を実施する予定

36

Q

弁護士任官者研究会
31.4.4(木）

1日 未定
新たに弁謹士から任官した，又
は任官予定の判事又は判事補

ナr向陛二J‐1土曰リノ認干UI旨ご海j季W－，唾･I弓l〃T2又U,乗り労ダーリノドゴ

滑な導入を目的とするもので，裁判官としての服務や
裁判事務処理に関する説明,組織運営的な側面を意職
することなどを狙いとするカリキュラム等を実施する
予定．



(資料1） 合同研修（種類別）
一

(2)ポスト （対象者は，所長，支部長，部総括等のポストに就任した者）

※一部のカリキュラムについて，裁判所職員総合研修所との合同実施を予定

11

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等 概要

37 支部長研究会
※

元.5．20(月）

～5.22(水）
3日 未定

初めて地方裁判所又は家庭裁判
所の支部長とされた者

初めて地家裁の支部長とされた者を対象に，支部の人
事管理，事件管理，本庁支部間の連携その他支部の組
織運営に関する基本的な理解を深めることを目的と
し，支部長として組織運営上考慮すべき事項等につい
て研究するカリキュラム等を実施する予定

38 新任部総括裁判官研究会

元.6.24(月）

～6．27(木） 4日 未定

も ●

初めて地方裁判所又は家庭裁判
所の部総括判事に指名された者

初めて地家裁の部総括裁判官に指名された者を対象

に，部のマネジ
の指導育成等，

メント，陪席裁判官の成長支援，職員
部総括の役割に関する認織を深めるこ

とを目的とし，部総括裁判官として裁判所の組織運営
上考慮すべき事項等について研究するカリキュラ．ム等
を実施する予定

39 実務協議会（夏季）
元.7．11.(木）

～7.12(金）
2日 未定．

新たに地方裁判所長，家庭裁判
所長又は高等裁判所事務局長を
命ぜられた者

新たに地家裁の所長，高裁事務局長に指名された者を
対象に，司法行政上の諸問題について協議するカリ
キユラム等を実施する予定

40 実務協識会（冬季）
2.1.30(木）

~1.31(金）
2日 未定

新たに地方裁判所長，家庭裁判
所長又は高等裁判所事務局長を
命ぜられた者

実務協議会（夏季）に同じ
■ ■



(資料1‘） 合同研修（種類別）

(3)役割（対象者は，特定のポストに限らず，一定の役割が期待される立場にある者）

12

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 .対象者等 概要

41 ◆ 中堅判事研究会
元.10.15(火）

～10.17(木）
3日 30

高等裁判所，地方裁判所又は家
庭裁判所の判事（概ね54期か
ら58期まで）

これからの裁判所を支えていく中堅判事として，組織
運営的な側面をはじめとする裁判所の課題を考え，組
織の中でリーダーシップを発揮し，後進の裁判官や裁
判所職員の成長を支援してい･く方策等について研究す．
るカリキュラム等を実施する予定

42 家裁実務研究会 一
元.6．13(木）

～6.14(金）
2日 未定 家事上席の判事又は判事補

家事上席を対象として，家事実務における組織運営能
力の向上等を目的としたカリキュラム等を実施する予
定 ．

43 ◆ 部総括裁判官実務研究会
ｊ
ｊ
木
金
く
く
５
６

■
●

９
９

－
元
へ

2日 30

地方裁判所又は家庭裁判所の部
総括判事に就任後一定期間を経
過した者 ．

地家裁の部総括裁判官の組織運営能力の向上を目的と
して，裁判所の組織運営上考慮すべき事項等について
研究するカリキュラム等を実施する予定

44 法律実務教育研究会1
元.9．2(月）

～9．3(火）
2日 未定

法科大学院に派遣されている判
事又は判事補

法科大学院に派遣されている判事又は判事補に対し，
必要な情報を提供し，共同研究等を行う予定

45 法律実務教育研究会2
2.2.20(木）

～2．21(金）
2日 未定

法科大学院に派遣されている，
又は派遣される判事又は判事補

法科大学院に派遣されている，又は派遣される判事又
は判事補に対し，必要な情報を提供し，共同研究等を
行う予定



ー

(資料1） 合同研修（種類別）

3基盤系（一般的資質。能力を酒養するための研修）

▽

13

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等 概・要

46 ◆
基盤研究会1
(知的基盤)

元.7.1(月）

～7．3(水）
3日 30

高等裁判所，地方裁判所又は家
庭裁判所の判事又は判事補（5．
9期から68期まで）

統計・データ分析などをテーマとして取り上げる予定

47 ◆
基盤研究会2
(裁判基盤）

元.7.16(火）

～7.18(木）
3日 30 高等裁判所，地方裁判所又は家

庭裁判所の判事 人工知能(AI)に関するテーマを取り上げる予定

48 ◆
基盤研究会3
(裁判基盤）

元.9.25(水）

～9..26(木）
2日 30

高等裁判所，
庭裁判所の判事又は特例判事補

裁判官のワークライフバランスに関するテーマを取り
上げる予定

49 ●
基盤研究会4
（裁判基盤）

2.2.25(火）

～2.27体）
3日 30 高等裁判所，地方裁判所又は家

庭裁判所の判事
現代社会とメンタルヘルスに関するテーマを取り上げ
る予定

50 ◆
基盤研究会5

(知的基盤）

2.2.26（水）

～2.28(金）
3日 30

高等裁判所，地方裁判所又は家
庭裁判所の判事又は判事補（5
9期から68期まで）

企業会計及び税務会計をテーマとして取り上げる予定



(資料1） 合同研修（種類別）

第2 I易裁判所判事の研修

判系（事件の分野別の研修）

入系. (新たな聴務に就いた際等の研修）2

ー

14

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等 概要

51 ◆
簡易裁判所判事
民事実務研究会

ｊ
ｊ
月
火
く
く
３
４
１
１

●
●

５
５

－
沁
一

2日 40

簡易裁判所判事
(司法修習終了者を除く。簡裁
刑事実務研究会と通じて応募す
ることができる。 ）

主として民事分野の事件処理に関する諸問題や簡裁判
事としての在り方について共同研究を行う予定

52 ◆
簡易裁判所判事
刑事実務研究会

ｊ
ｊ
火
水
く
く
４
５
１
１

●
◆

５
５

－
沁
一

2日 20

簡易裁判所判事
(司法修習終了者を除く。簡裁
民事実務研究会と通じて応募す
ることができる。 ）

●｡

主として刑事分野の事件処理に関する諸問題や簡裁判
事としての在り方について共同研究を行う予定

53 ◆
簡易裁判所判事
専門研究会

ｊ
ｊ
水
金
く
く
３
５
２
２

●
●

０
０
１
１

－
元
へ

3日 50
簡易裁判所判事
(司法修習終了者を除く。 ）

民事交通事件をテーマとして取り上げ，簡裁の審理に
相応しい訴訟運営や判決の在り方等に関する共同研究
や講演と意見交換等を行う予定

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等

や

概要

54
新任簡易裁判所判事
導入研修

元.8.26(月）

～8．30(金）
5日 未定

平成31年度に新たに簡易裁判
所判事に任命された者
(司法修習終了者を除く｡ ）

新たに簡易裁判所判事に任命された者に対する職務導
入研修であり，
等を目的とする

簡裁における裁判事務への円滑な導入
カリキュラムを行う予定

55 新任簡易裁判所判事研修
2.1.20(月）

～2．21（金）
■ 24日 未定

平成31年度に新たに簡易裁判
所判事に任命された者
(司法修習終了者を除く。 ）

新任簡易裁判所判事導入研修の後，配属先の簡裁や，
地裁における実務研修を踏まえ，簡易裁判所判事とし
ての基本的な実務知識，技量の獲得や自己研さんの動
機付けを目的噂するカリキュラムを行う予定

56
簡易裁判所判事
基礎研究会

ｊ
ｊ

17(月

20(木
。
●

６
６

一
元
一

4日 未定
平成29年度新任簡易裁判所判
事研修の終了者

任命から2年目の簡易裁判所判事を対象とし，基本的
な裁判実務の知識，技量の向上を目的とするカリキユ
ラムを行う予定



(資料2） 合同研修（時系列）
(平成31年3月12日一部変更）
（令和元年5月22日一部変更）
．(令和元年6月18日一部変更）

簡易裁判所判事民事実務研究会
ー一 －白丁 －÷寺－ －
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家事専門研究会3
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基盤研究会3

行政基礎研究会
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甫裁判

専門

実務

－

－

1

実施順
資料1
の番号
応募型
◆
系統 種別 名称 実施時期 期間 備考

1 36 導入系 年次 弁護士任官者研究会 31.4.4(木） 1日

2 26 裁判系 専門 刑事専門研究会1 （栽判員） 31.4.11（木）～4.12(金） 2日

ｊ

ｊ

火
水

く

く

４
５

１

１

５
－
５

一
一
一

咽
一
地

息
－
５

一
元
一
一
元

元､5.20（月）～5.22(水）

2日

2日

3日

元.6.3（月）～6．6(木）

元.6.12（水）～6.14(金）

一
一

釦
・
一
利
一
和

班
一
狐
一
跡

６
－
６
－
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一
一
口
一
一

一
一

Ｊ
了
ｊ
一
Ｊ

木
一
月
一
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一
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元.10.23（水）～. 10.25(金） 3日

(簡裁判事）(簡裁判事）(簡裁判事）

(簡裁判事）(簡裁判事）(簡裁判事）

ポストポストポスト

年次年次年次

基本

役割

基本

役割

基本

役割

(簡裁判事）(簡裁判事）(簡裁判事）

’
４

３

５
－
．
６

7

51
－

52

７
一
４

３
－
３

5

｜
◆

◆

◆

8

9

42

“

裁判系



合同研修（時系列）(資料2）
(平成31年3月12日一部変更）
（令和元年5月22日一部変更）
（令和元年6月1．8日一部変更）

、

」
ヨ
ー
ヂ
、３

司
曽
弔
一
字
働
君

藍
一
宮
一
割
一
叢 金

一
金

Ｉ
金

金

〕
留
一
園

2

実施順
資料1
の番号
応募型
◆
系統 種別 名称 実施時期 期間 備考

34 30 ◆ 裁判系 専門 家事専門研究会2 （面会交流） 元.11.7体）～11.8(金） 2日

35

36

37

38．

39

40

41

42

43

44

45

46

7

14

１
－
９
．
－
８

17

22

調
一
諏
一
調
一
弱
一
理

◆

◆

◆
一
◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

裁判系

裁判系

裁判系

裁判系

裁判系

裁判系

裁判系

裁判系

裁判系

導入系

裁判系

基本
一■ ■ 画一~－

実務

礎
や
本

基
一
基

基本

実務

専門

専門

専門

年次
L ムユ▲▲唾一一口”一一■一一ヶ一

(簡裁判事）

専門

建築基本研究会

－．.一.－一一一一一､"－.~~一・一一~←~デｰ-．－．~~. ､－ ．－，、

建築実務研究会
一一－r一一写一一一一一一一G 4■守■一一一一‐－一一ご→今一色一

IT基礎研究会
=一士再－ ▲ー』△L ▲ Q ﾆｰ 凸一 守 邑 q－少→ +一一－－ー申

刑事基本研究会

労働基本研究会 ．

労働実務研究会

民事通常専門研究会3 (IT化）

民事通常専門研究会4（争点整理）
一一一一■ムーコゥーサーP酔一■－－－－，－㎡ 少 ◇一 ･一 一＝

刑事専門研究会2鮭廓審）
今や－－－－÷ー÷－－ + -- や一一一ー一一一 ‐一 申－ ~ ● 一 幸▲垂－一寸

●

新任判事補研修

新任簡易裁判所判事研修

民事通常専門研究会5 （複雑困難訴訟）

元.11.12(火）～11.14(木）
一一一一→＝‐一一季一戸一

元.11.13（水）～11.15(金）

▲

元.11.18(月）～11.19(火）

一

元。 11.20（水）～11.22(金）

元.12.3(火）～12.5(木）

元.12.5（木） ．～12．6(金）

元.12.9(月）～12.11(水）
一一一一一一可一宇画凸凸L一一－－■ 一一

ｊ
一
Ｊ

準
一
砿

１
幸
１

■

■

２
２
１
１
へ
一

榊
一
卸

２
－
６

１
－
１

狸
一
・
鰹

５
一
●

一
元
一
一
元

今一句●ヂ デー一一一一一= 一一一■一マ+－－－

2.1.17（金）～1.23(木）

2.1,20（月）～2.21(金）

2. 1.27（月）～1.28(火）

3日．

3日
一

2日

3日．

3日

2日

3日

2日

2日

､5日

24日

2日

一部34と合同
ローーーー一一一

一部33と合同
Te、 『 一一一一

一部総研と合同

一部38と合同

一部37と合同

－－～ョ

－－一一③ 守 串今一 一

一一一一＝｡一一－－－－

一一一一ニーーーユニ 戸 司一

導入系 ポスト

導入系

裁判系

裁判系

､年次
－－一一一一■』＝－－”

専門

基礎

2日

3日

2日

2日
、今守0口

3日

日
日

２
．
３



（令和元年6月18日一部改訂）

(資料3）令和元年度裁判官研修実施計画カレンダー

112131I1516 1718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301
月|火|水|木|金|土|日|月|火|水|木|金|土|日|月|火|水|木|金|土|日|月|火|水|木|金|土|日|月|火’4月

I■■■I ‘←~‐弁
圃
室
任
意

匡 一 ---.-

rl 213 J15161 7181911011111213114151161171181192012112223124125126127128129130131
水|木|金|土|日|月|火|水|木|金|土|日月|火水|木|金|土|日月|火|水木|金|封日|月|火|水|木|金

実蒟
’簡蔭民事： 支部長

畷亭 一歴両壺鍾心’
ll21 314151617181911011111211314115161171181191201211221231241251261271281291301
土|日|月|火|水|木|金|土|日|月|火|水|木金|土日|月|火|水|木|金|土|日|月|火|水|,木|金|土|日’

砺実

事
刑畷

5月

6月

1 藍任部鱒括’ 簡裁蕃愛判事禰差礎（69期〉

↓塑菖L
1f盛叔軍国函冤垂1

言一

陣実覇
1121314151~引7 819 10111121311411516117118191201211221231241251261 2rl28129130131
月|火|水|水|金土旧月|火水木|金土|日|月火|水|木金|土|日|月|火|水|木|金|土|日|月|火|水

”Z

(蝿勘唐？【q …悪， 瓦隼実務 （執胃遜鍾

L二二」 －－ 鯛
1121314151617181911011111211311411511611718119201211221231'理'25‘2612712812913031
木|金|土|日|月|火|水|木|金l土|日|月|火|水|木|金|土日1月火|水|木|金|土|日月|火|水|木|金土

新任補絃判事導入

1 1213141 5 1 61 718191101111121131141151161171181 191201211221i23124125261271"|29130
日|月|火|水|木|金|土|日|月|火|水|木|金|土|日|月|火|水|木|金|土|日1月|火|水木|金|土|日|月

基重寸

(璽釣塞聾）
轟銭：
(載肩韮慣習 瓦季実湧爾亭寒藤1

－

咽副

鶚

7月

令
和
8月

一

ﾌ迫
9月

行
載
韮
世

璽劃
一一一覇迩輌專靜口重“

1511617181912ql21122123124125126127128129

覇

笥鍜

瀞
癖
零
歩

拝
0

(2019年）
鰯頭槻関

112 31451617181910111121131141511611718119120121122231241252612712812930131
火|水木|金土|日|月|火|水木|金玉|日|月火|水|木金|土|日|月|火水|木|金土|日|月|火水|木
…一=＝ ー 簡蔵界門 p△・ 瀞事実鴨21 行政実務 金e 中堅判事

｜愛鰄騎一 ‘．｡歳雨画壺 I-LLff=z，“､ 謹ヨ
11213141 5 6 71 819110111121131141151161171181191201211221 231241251261271281291301
金|土| :日|月||火水木|金|士|日|月火|水|木|金I士|日|月|火|水|木|金|土|日|月|火|水|木|金|土I

■■
腔園志広約“扉且

F▲訂簡蔵専門中堅判事 罰事実楊急
一

隆罰
報遊機側

10月

11月

曇鴇司＝鶚……
民間屋期､《東京①h大睡名古風〉

評
率
ｚ
’

1

Wl10111121131141151161171181191 201,21122123124125126127128129130131
月|火|水木|金|辻|日|月|火|水|木|金|土|日|月|火|水|木|金|土1日'且I上

1 12 3141 5 61719

日|月火' 水|木金|土|日
労働基本

圭
労働基

12月

上w■ ■■
配画過粛
■向＆

718191101111121131141151161171181191201211221231241" 26127128129130 31
火|水|木|金|土|日|月|火|水|木|金|土|日|月|火|水|木|金|土|貝|月|火|水|木|金

1121314
水|木|金|土

副6
司戸1月

一
睡

断任刷事綱（7Z期］ 委季実秘
一

圃涯願威勢亭

112 3 14 5 6 7 8191101111211311415116171181920 212212312412526127128 29
士|日月|火水木|金‘土|日|月i火水I木|金土|日月|火水木|金土|日|月|火水|木|金|土

篭寧壷萱 態聡鳳， ‘』報41-辮匠|｢－ ‘,蔚懸, ｜
順雪.■＝＝＝三g皇輩画

新任個歎押門

1 1213141516171819110111112113114115116117118119120121‘2212312412512612712812930131
日|月|火|水|木|金|土旧|月|火|水|木|金|'土旧|月|火|水|木I金|士’且1月|火|水|木|金|'土|日月 火

転任聞敏輯

ロ
藩銭g
<麺的基垂）

冬畢実務
傍慣日）

穗車任官
醸符・麓睡凧》金壁・趨溝

実感Z

I兎.■

令
和
2月

２
年

3月
匡一(”20年）

翅壁垂遜
幻月“襖樋
塗垂毒垈↓

※ 「総研｜は，一部又は全部のカリキュラムについて総研との合同実施を予定

■:裁判系
(裁判系・導入系）目鰯("） ＝鱒("） 日

裁判系（実務）

簡裁判事の研修

(専門）

□:派避型研修



令和元年度裁判官研修のイメージ

派遺型研修

合同研修
０
－

判事画判事補の研修 簡銭判事の研修
－

裁判系

■

源入系 基盤系 裁判系 導入系
専門基礎 基本 実務

十
■

I

民事分野 民事分野 民事分野 年次 判事補
I

『
’

I
民事通常

基本(2本）

金融･経済

実務(2本） －

■

建築基本 建築実務

|
一 で

労働基本行政基礎
’”

’
ポスト 判事又は判事補

●

『
｜ ’

刑事分野

刑事基本

刑事分野 刑事分野
Ⅱ I

’ Ｉ

役割 判事且

一一一

’
家裁分野

家事基本

少年基本

家裁分野

■

その他
｡’ ロ ーー 一一一

｜ ｜ ．
B

●１１１

民事通常

専門(6本)．

ミ

:）

簡裁判事

･民事実務
新 新任簡裁

判事導入
民間企業長期研修

●
汀基礎

判事補基礎’

判事任官

日本銀行長期研修
医療基礎 簡裁判事

●

刑事実務

新任

簡裁判事
今一 一江 シンクタンク長期研修

医療実務
簡裁判事．

専門

簡裁判事

基礎
弁護士任官

行政実務
知財基礎

労働実務
支部長 国際刑事司法短期研修

(アジ研）
新任部総括

刑
▲皇一缶

刑事専門

(3本）
所長実務

(2本）

中堅判事
報道

家事専門

(3本） ， 家裁実務 民間企業短期研修

部総括実務
＄

研究機関短期研修

外国司法

専門

法律実務

（2本）


